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町では、現在町営住宅の入居者を随時募集しています。以下の住宅以外にもございますので、詳細はお問

い合わせください。また、入居の決定は申込受付順に基づき、順次決定となりますので、予めご了承ください。 

＜町営住宅 一部抜粋＞  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
＜特定公共賃貸住宅 一部抜粋＞  

団地名 
号

数 
構 造 

建設

年度 

家 賃 
間取り 

単身

入居 一般階層（円） 裁量階層（円以下） 

おしどり 
12 

14 
木造平家 R2 15,800～23,600 27,000・31,100 ６・洋 可 

船木下 3 木造 2 階 S60 14,600～21,700 24,800・28,600 ６・６・６ 不可 

ウッドタウン 6 木造平家 S62 14,200～21,200 24,200・28,000 ６・６・６ 不可 

野中 201 耐火 3 階 H1 20,300～30,200 34,500・39,900 ６・６・洋 可 

※共益費等負担あり 

＜申し込み・お問い合わせ先＞さつま町役場 建設課 建築係 
電話：（0996）26-1829  窓口：本庁２階６番 

建設課 建築係から  

町営住宅など の入居者を 募集し ま す 

 

【申込条件】 

①現在、住宅に困っていることが明らかであること。 

②申込世帯全員の収入が国の定める基準に適合すること。 

③申込者及び同居親族に町税等の滞納がないこと。 

※上記以外にも入居の申込条件がありますので、詳しくは建築係までお尋ねください。 

【募集期間】 

土日、祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

 

募 集 

団地名 
号

数 
構 造 建設年度 家 賃（円） 間取り 

単身

入居 

つるだ駅ニュータウン ３ 木造平家 H8 45,000 ６・６・洋 不可 

戸子田 ４ 木造平家 H5 23,000～36,800 ６・６・６・洋 不可 

※共益費等負担あり 



 

 

 

１１月１日から猟銃やわなによる狩猟が県内一斉に始まります。狩猟は鳥獣保護区などを除く県内全域で行

われます。山歩きや山林作業などを行う場合は、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 農林課 農政係 
電話：（0996）24-8942 窓口：本庁別館１階 

【狩猟期間】 

イノシシ・ニホンジカ 

１１月１日～翌年３月１５日 

その他の狩猟鳥獣 

１１月１５日～翌年２月１５日 

 

【入林する際のお願い】  

山林に入る際は、目立つ服装に心がけてラジオ

などの音響機器を携行し、人がいることを狩猟者

に分からせるようにしましょう。 

 

【狩猟者の皆様へ】  

例年、狩猟中における事故や違反が発生してい

ます。狩猟読本や狩猟者必携に記載されている注

意事項等を再確認し、安全確保に努めてください。 

 ・矢先の確認と獲物の確認 

 ・脱包の励行 

 ・適正な猟犬の管理 

 ・わなの適正な管理と標識設置 

 ・冷静な行動 

 ・定められた帽子とベストの着用 

 

 

 

平日に境界問題に関する相談窓口などを利用できない方々のために、休日相談所を開設します。相談を通

じて広く地域住民の方々に、土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター（調査士会ＡＤＲ）、弁護士

会の無料相談所及び法務局の筆界特定制度について知っていただき、利用者の境界トラブルの解決又は解

決の一助としていただくことを目的としています。 

 【相談担当】 
土地家屋調査士、弁護士及び法務局職員 
 
【相談時間】 
３０分 
 
【申込締切】 
１１月２８日（金） ※要予約 
 
【その他】 
・相談は無料で秘密は固く守られます。 
・ご相談に関する参考資料があれば持参ください。 
 

【日時】 
１１月３０日（日）午前１０時～午後３時 
 

【会場】  
(1)鹿児島会場 鹿児島地方法務局 

   所在 鹿児島市山下町１３番１０号 
 
(2)霧島会場 鹿児島地方法務局霧島支局 

   所在 霧島市国分中央３丁目４２番１号 
 
(3)川内会場 鹿児島地方法務局川内支局 

所在 薩摩川内市若葉町４番２４号 
 
【相談内容】 
境界トラブル、筆界特定、ブロック塀や屋根、 
ひさしなどの越境、不法占有、時効取得など    

境界トラブル休日無料相談所を開設します 

 

＜お問い合わせ先＞ 
鹿児島県土地家屋調査士会事務局 
電話：（099）203-0160 

案 内 

総務課 秘書広報係から  

１ １ 月から 狩猟が始ま り ま す 注 意 

農林課 農政係から  



 

 

 

町では、 新生活をス タ ート する 新婚世帯を対

象に、 新居の購入費用や家賃、 引越し 費用など

を支援し ま す。  

 
【申請受付期間】 
 令和８年３月 31 日まで 
 

【補助額】 
 １世帯あたり上限 30 万円 ※千円未満切り捨て 
 

【対象世帯】 

 ・令和７年１月１日から令和８年３月 31 日に入籍し 

た世帯 

 ・夫婦共に婚姻時の年齢が 39 歳以下の世帯 

 ・夫婦の所得を合わせて 500 万円以下の世帯 

※奨学金を返済している世帯は返済額を控除 

 ・夫婦共に町税などの滞納がない世帯 
 

【補助対象】 
 令和７年４月１日から令和８年３月 

31 日までの住宅の取得費用、賃 

貸費用（１月分の家賃、敷金） 

 

 

町では、生涯学習講座の一環で生前贈与講座
を開催します。どなたでも参加可能ですので興味
がある方はぜひご参加ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                

 

 

 

町では、 結婚を 希望する 男女の出会いを 支援する ため、 鹿児島県が開設する 「 かご し ま 出会いサポ

ート センタ ー」 の登録料を全額助成し ま す。 こ の機会に一歩踏み出し てみま せんか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
かごし ま 出会い                                      

                         

 

 
                         

【対象者】 
・町内に住所がある方 
・申請時点で 39 歳以下の方 
・登録、更新料の支払から１年以内の方 
・町税などの滞納がない方 
 

【補助額】 
センターの登録料の全額 ※１人につき１回限り 

【申込方法】 
専用の申請フォームからお申し込みください。 

【出張登録・閲覧会のお知らせ】 
下記の日程で出張登録・閲覧会を行います。 
無料で参加できますので、ぜひお越しください。 

 

 日時：11 月２２日（土） 

 場所：宮之城ひまわり館 おもいやり室 

※かごしま出会いサポートセンターへの事前予約が必要です。 

（099-208-1150） 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町役場  

総合政策課 企画政策係 
電話：（0996）24-8916 
窓口：本庁 2 階 10 番 

 

←町ホームページから申請フォームへ
お進みください 

「かごしま出会いサポートセンター」の登録料を全額助成します 

 

助 成 

総合政策課 企画政策係から  

 かごしま出会い

サポートセンター 

結婚新生活支援事業補助金 

結婚新生活支援 

事業補助金 

総合政策課 企画政策係から  

助 

成 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 総合政策課 企画政策係 

電話：（0996）24-8916 
窓口：本庁 2 階 10 番 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町教育委員会社会教育課社会教育係 
電話：（0996）26-1842 
メール：sha-kyo＠satsuma-net.jp 
窓口：本庁３階１４番 
  

生前贈与講座を開催します！ 案 内 

社会教育課 社会教育係から  

【日時】 
１１月２５日（火） 

午後２時から午後３時３０分まで 

【場所】 
虎居地区公民館 小会議室 

【講師】 
ソニー生命保険株式会社 
ライフプランナー 門田 健士郎 

【対象者】 
どなたでも参加できます 

【受講料】 
無料 

【定員】 
先着１０名 

【内容】 
生前贈与のあげ方、もらい方 

 ～あるある相続シリーズ・生前贈与の勘違い～ 
【申し込み】 
電話又はメールにて氏名・住所・電話番号を１

１月７日（金）までに社会教育係へお申し込みく
ださい。 
 



 

 

 

町では、女性の健やかな生活を応援するため女性検診を実施しています。定期的に検診を受けることでがん

を早期に発見し、適切な治療を行うことが、がんによる死亡率の減少に繋がります。乳がん検診（マンモグラフィ

検査）と子宮頸がん検診の自己負担額は１つの検診につき 500 円です。今年度まだ受診していない方はぜひ

受診しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほけん福祉課 健康増進係から  

【健診日・場所・受付時間】 

１１月２０日（木）鶴田保健センター ９時～１０時２０分 １３時～１４時２０分 

１１月２１日（金）宮之城保健センター ９時～１０時２０分 １３時～１４時２０分 

１１月２２日（土）宮之城保健センター ９時～１０時２０分 １３時～１４時２０分 

 

【検診機関】 鹿児島県民総合保健センター（検診車） 

 

【検診内容】 

○乳がん検診 

【内容】 問診・マンモグラフィ検査 

【対象】 今年度未受診の４０歳以上の女性（昭和６１年４月１日以前に生まれた方） 

【料金】 ４０歳代：５００円（２方向）※昭和５９年４月２日～昭和６０年４月１日生（４１歳）は無料 

 

○乳がん検診(乳腺超音波検査) 

【内容】 問診・乳腺超音波検査 

【対象】 今年度未受診の２０歳以上の女性（平成１８年４月１日以前に生まれた方） 

【料金】 3,700 円（ワンコインがん検診対象外） 

      ※乳腺超音波検査は、既に申し込まれた 40 歳未満の方を優先します。 

 

○子宮頸がん検診 

【内容】 問診・視診・子宮頸部の細胞診 

【対象】 今年度未受診の２０歳以上の女性（平成１８年４月１日以前に生まれた方） 

【料金】 ５００円※平成１６年４月２日～平成１７年４月１日生（２１歳）は無料 

 

○骨粗しょう症検診 

【内容】 問診・かかとの骨密度測定 

【対象】 今年度未受診の４０歳以上の女性（昭和６１年４月１日以前に生まれた方） 

【料金】 ９００円（ワンコインがん検診対象外） 

      ※令和８年４月１日時点年齢で４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性は無料 

 

【受診・申込方法】  

既に申し込みをされた方には１１月上旬頃、受診票を郵送します。希望される方は、健康増進係へご連絡くだ

さい。 

 

【申込期限】 １１月６日(木)まで 

※混雑を避けるため、公民会ごとに受付時間を指定します。受診票に記載してある時間を必ずご確認くださ

い。ご都合が悪い方は、他の日程の受付時間内にお越しください（連絡不要）。 

今年度最後の「 乳がん・ 子宮頸がん・ 骨粗し ょ う 症検診」 を 行いま す 

 

検 診 

＜お問い合わせ先＞ 
さつま町役場 ほけん福祉課 健康増進係 
電話：（0996）24-8933 
窓口：本庁 1 階４-⑤番 



 

 

 

虎居地区及び白男川地区の道路で実施します。当日は、選手の走行や車の通行により、交通渋滞が予想さ

れますので、皆様のご協力をお願いいたします。 
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 ←コース図は二次元コードから 

                 町ホームページでご覧ください。 

 

＜お問い合わせ先＞さつま町教育委員会 

社会教育課 スポーツ振興係 

電話：（0996）26-1843 

窓口：本庁３階１４番 

通過予定 

時刻 
中継所 区間 走者等 距離 

10:00 スタート 白男川紫陽館前 第１区 30 歳代 1.57ｋｍ 

10:0４ 第１中継所 新中間橋北 第２区 女子（フリー） 1.34ｋｍ 

10:08 第２中継所 栗山商店前 第３区 中高生男子 1.93ｋｍ 

10:13 第３中継所 きららの楽校前 第４区 女子（フリー） 0.73ｋｍ 

10:15 第４中継所 白男川紫陽館前 第５区 50 歳代 1.11ｋｍ 

10:20 第５中継所 梁原北橋 第６区 小学生女子 0.88ｋｍ 

10:23 第６中継所 下川口三差路北 第７区 フリー 2.32ｋｍ 

10:30 第７中継所 白男川紫陽館前 第８区 40 歳代 1.57ｋｍ 

10:35 第８中継所 新中間橋北 第９区 小学生男子 1.34ｋｍ 

10:40 第９中継所 栗山商店前 第 10 区 29 歳以下 1.93ｋｍ 

10:46 第 10 中継所 きららの楽校前 第 11 区 小学生女子 0.73ｋｍ 

10:48 第 11 中継所 白男川紫陽館前 第 12 区 小学生男子 1.41ｋｍ 

10:52 第 12 中継所 小八重製作所前 第 13 区 中高生男子 1.43ｋｍ 

10:56 ゴール かぐや姫グラウンド入口     18.29ｋｍ 

 

【期日】 １１月９日（日）小雨決行（荒天中止） 

【コース】 白男川紫陽館前をスタートし、北薩広域公園かぐや姫グラウンド入口をゴールとする１３区間 

【お願い】 選手の安全確保のため、レース内への車両の進入はご遠慮ください。 

応援される場合は、安全な場所でのご声援をお願いいたします。 

社会教育課 ス ポーツ 振興係から  

第２ １ 回さ つま 町駅伝競走大会を 開催し ま す 

 

案 内 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県民と県議会との意見交換会を開催します。 

【日時】 
１１月１５日（土） １３：３０～１５：３０ 

【場所】 
阿久根市総合運動公園Ｂ＆Ｇ体育館 

【テーマ】 
あなたの考える北薩地域の未来について 

【受付】 
体育館入口 

【その他】 
・どなたでも参加できます。 
・事前申し込みをお願いします。 

（当日の参加も可能です） 

申し込み二次元コード→ 

 

 

 

 

町内外の焼酎好きやそうでない方も一堂に集まり
情報交換・交流を目的としたイベントを開催します。 
【日時】 11 月２日（日） 午後１時から午後９時 
【場所】 旧タイヨー跡地 

戦後８０年の節目の年に、戦争で亡くなられた方

を悼み平和への願いを新たにしませんか。どなた

でも参列可能です。皆様の参列をお待ちしており

ます。 

【日時】 11 月７日（金）午前１０時から１１時３０分 
【場所】 鶴田中央公民館 
 
当日は閉式後、福滿 隆德さんの平和に関する

講話や会場展示スペースでは遺品の展示も予定し
ております。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課 秘書広報係から  

あなたのそばで県議会ｉ ｎ 北薩 案 内 

＜お問い合わせ先＞ 

鹿児島県議会事務局総務課 
電話：（099）286-5013 

＜問い合わせ先＞ 
鹿児島県労働局賃金室  
電話：（099）223-8278 
川内労働基準監督署 

電話：（0996）22-3225 

鹿児島県最低賃金が、令和 7 年 11 月 1 日から

時間額「1,026 円」に改正されます。 

 この最低賃金は、正社員、臨時、パート、アル

バイトなどすべての労働者に適用され、使用者

は、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりま

せん。また、特定の産業の労働者と使用者に適用

される特定（産業別）最低賃金は、高い方の最低

賃金以上の賃金を支払わなければなりません。 

県の最低賃金が「 1, 026 円」

に改正さ れま す 

 

案 

内 

さ つま Ｐ Ｒ 課 商工観光係から  

＜お問い合わせ先＞ 
さつまＰＲ課 商工観光係 
電話：（0996）24-8952 窓口：本庁２階７番 
 

ほけん福祉課 福祉係から  

さつま町も焼酎でＫＡＮＰＡＩ 案 内 

＜お問い合わせ先＞ 
ほけん福祉課 福祉係 
電話：（0996）24-8930 
窓口：本庁１階４-③番 

さつま町戦没者追悼式 案 内 

さ つま Ｐ Ｒ 課 商工観光係から  

訂正とお詫び 

第 11 版（10 月 2 日発行）の内容に一部誤りがありまし

た。訂正してお詫びします。 

お知らせ版第 11 版②「行政書士無料相談会の開設」 

誤 川内調停協会による調停相談会 

 

正 鹿児島県行政書士会川薩支部による無料 

 


